
令和７年度涌谷町イングリッシュキャンプ事業実施要項 

１ 目的 

   本町では、平成６年から平成２９年まで２１回にわたり中学生海外研修派遣事業が実施さ

れ、これまで多くの中学生がアメリカのカリフォルニア州を訪問してきました。風土、産

業及び家庭生活を肌で感じ、見聞を広げることにより、２１世紀を生きる人間として国際

社会に貢献できる人材となることを念頭に研修してきました。 

   しかし、平成２９年７月に告示された、現行学習指導要領の趣旨に基づき、新たな研修

として平成３０年度から本事業を実施することとなりました。 

改訂の要点としては、単に英語を話すのではなく、「英語を用いて何ができるようになる

か」という観点が重要視されるようになります。また、小中高の一貫した学びが重視され、

高校では発表、討論及び交渉等の言語活動のさらなる高度化が図られるため、高校への連結

を考え、本事業では身近な事柄を発表する機会を設けています。少人数でのグループワーク

を通して特に「聞く・話す」能力の向上を目指し、英語で課題を考える力を育み、さらにプ

レゼンテーションスキルを身に付け、グローバル人材の育成を目指すものです。 

２ 主催       涌谷町 

３ 主管       涌谷町教育委員会 

４ 事業の概要（予定） 

（１） 研修日程   事前研修  １回予定 

研修     令和７年８月４日（月）～８月７日（木） 

（３泊４日間） 

事後研修  １回予定 

（２） 研修実施地  南三陸まなびの里 いりやど 

（３） 研修内容   ３泊４日を４名のＡＬＴ（外国語指導助手）の先生方とオール・イ

ングリッシュで過ごす研修。「生きた英語」を体験し、最終日には故

郷涌谷をＰＲするプレゼンテーションを行う。（３泊目の夕食はＢＢ

Ｑを予定） 

          最終日には南三陸志津川湾の周遊クルージング体験を実施予定 

５ 参加者負担金  実費負担 １０,０００円（宿泊代及び食事代） 

６ 一般団員の募集及び選考 

（１） 応募資格 

ア 令和７年４月現在、涌谷町内に在住する中学校２年生で心身ともに健康な生徒 

イ 協調性に富み、団体生活に対応できる生徒 

ウ 英語による活動に積極的に取り組める生徒 

（２） 募集人員   ２０名程度 

（３） 応募方法 

【涌谷中学校の生徒】 

ア 応募しようとする生徒は、下記①及び②の書類を記載し、令和７年６月１０日（火）

までに、中学校長に提出願います。 

なお、申込みに必要な書類は学級担任から受け取ってください。 

① 申込書（様式１）          １部 

② 応募承諾書（様式２）             １部 

       イ 中学校長は、在学生徒から提出された応募書類を取りまとめ、令和７年６月１３

日（金）午後５時まで涌谷町教育委員会教育総務課に提出願います。 

 



    【涌谷中学校以外に在学する生徒】 

      応募しようとする生徒は、当課に備え付けの下記①及び②の書類を受け取って記 

載し、令和７年６月１３日（金）午後５時までに、当課へ直接提出願います。（提 

出書類は本町のホームページからもダウンロード可能） 

      なお、町外学校在籍の生徒については、応募を受付後、在学校へ当課から連絡す 

る場合があります。 

① 申込書（様式１）         １部 

② 応募承諾書（様式２）           １部 

（４） 選考及び参加者の決定 

     決定通知は、関係文書等を添付して参加者に送付します。 

なお、募集人員を超えた場合は、面接等により当課で選考します。 

（宿泊が２名１室のため、男女偶数での選考とします。） 

７ 参加者負担金の納入 

       参加者は、定められた期日までに参加者負担金を納入願います。 

８ 参加者の資格取消し 

       研修出発前に、参加者として不適格と認められた場合、資格を取り消す場合がありま

す。 

９ 天災及び事故について 

       主催者は、天災及び交通事故又は主催者が管理することができない不可抗力の事由に

よる事故等の責任は負わないものとします。 

１０ 研修の中止 

       募集人員が一定数に満たない場合のほか、国内情勢等により、研修を中止する場合が

あります。 

１１ その他 

 （１） 申請書類に記載された個人情報は、参加者決定及び本事業の運営のみに使用し、適

切に管理いたします。 

 （２） 参加者は、全日程に参加していただきます。 

 （３） 健康面で配慮して欲しいことがある場合は、応募承諾書に具体的に記入すること。

なお、食物アレルギーについては、対象食品が多数等の場合、研修地で対応できない

場合もあります。 

 （４） 参加者は、万が一の事故に備えて必ず傷害保険に加入していただきます。 

 （５） 参加者が体調不良等の場合、保護者に連絡し、研修地まで迎えに来ていただくこと

があります。また、研修中に指示に従わず、素行不良が認められる場合は、保護者に

連絡し、研修地まで迎えに来ていただきます。 

 （６） 参加決定後に参加を辞退した場合は、参加費用の一部又は全部を支払っていただく

ことがあります。 

 （７） 本事業最終日に、研修地にて事後アンケートを実施します。 

 （８） 研修の様子を広報わくや及び本町ホームページ（Facebook及びInstagram、広報わく

やでの次年度募集案内時の掲載も含む。）に掲載する他、関係機関のホームページ等

に掲載される場合があるため、事前研修時に承諾書を提出していただきます。 

なお、写真等の掲載を望まない場合は、事前に当課までお知らせください。 


